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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の一方の面に設けられた渦巻き状の配線と、
　隣接する前記配線間に設けられた絶縁層と、
　前記基板の他方の面に設けられた渦巻き状の他の配線と、
　隣接する前記他の配線間に設けられた他の絶縁層と、を有し、
　前記配線は、第１配線と、前記第１配線に積層され前記第１配線よりも厚い第２配線と
、を備え、
　前記第１配線の側面と前記絶縁層との間には間隙が形成され、
　前記第２配線は、前記間隙を充填して前記第１配線を被覆し、両側面が前記絶縁層と接
し、
　前記第２配線の上面は、前記絶縁層から露出し、
　前記他の配線は、第３配線と、前記第３配線に積層され前記第３配線よりも厚い第４配
線と、を備え、
　前記第３配線の側面と前記他の絶縁層との間には間隙が形成され、
　前記第４配線は、前記間隙を充填して前記第３配線を被覆し、両側面が前記他の絶縁層
と接し、
　前記第４配線の上面は、前記他の絶縁層から露出し、
　前記第１配線と前記第３配線とは、前記第１配線及び前記基板を貫通して前記第３配線
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の一方の面を露出する貫通孔内に充填された貫通電極により電気的に接続され、
　前記貫通電極の一方の端面は、前記第１配線から露出して前記第２配線と接し、
　前記貫通電極の他方の端面は、前記第３配線の一方の面と接しているコイル基板。
【請求項２】
　前記第２配線の上面及び前記絶縁層の上面は、絶縁性の保護層で被覆されている請求項
１記載のコイル基板。
【請求項３】
　前記配線の幅方向の断面形状が矩形状である請求項１又は２記載のコイル基板。
【請求項４】
　前記配線の端部には、前記配線と一体に形成された接続部が設けられている請求項１乃
至３の何れか一項記載のコイル基板。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一項記載のコイル基板となる複数の領域が基板上に配列された
コイル基板。
【請求項６】
　基板と、
　前記基板の一方の面に設けられた渦巻き状の配線と、
　隣接する前記配線間に設けられた絶縁層と、
　前記配線の端部に前記配線と一体に形成された接続部と、
　前記基板の他方の面に設けられた渦巻き状の他の配線と、
　隣接する前記他の配線間に設けられた他の絶縁層と、
　前記他の配線の端部に前記他の配線と一体に形成された他の接続部と、を有し、
　前記配線は、第１配線と、前記第１配線に積層され前記第１配線よりも厚い第２配線と
、を備え、
　前記第１配線の側面と前記絶縁層との間には間隙が形成され、
　前記第２配線は、前記間隙を充填して前記第１配線を被覆し、両側面が前記絶縁層と接
し、
　前記第２配線の上面は、前記絶縁層から露出し、
　前記他の配線は、第３配線と、前記第３配線に積層され前記第３配線よりも厚い第４配
線と、を備え、
　前記第３配線の側面と前記他の絶縁層との間には間隙が形成され、
　前記第４配線は、前記間隙を充填して前記第３配線を被覆し、両側面が前記他の絶縁層
と接し、
　前記第４配線の上面は、前記他の絶縁層から露出し、
　前記第１配線と前記第３配線とは、前記第１配線及び前記基板を貫通して前記第３配線
の一方の面を露出する貫通孔内に充填された貫通電極により電気的に接続され、
　前記貫通電極の一方の端面は、前記第１配線から露出して前記第２配線と接し、
　前記貫通電極の他方の端面は、前記第３配線の一方の面と接しているコイル基板と、
　前記接続部及び前記他の接続部の一部を除いて前記コイル基板を被覆する磁性体と、
　前記磁性体の外側に形成され、前記接続部及び前記他の接続部の一部と電気的に接続さ
れた電極と、を有するインダクタ。
【請求項７】
　前記第２配線の上面及び前記絶縁層の上面は、絶縁性の保護層で被覆されている請求項
６記載のインダクタ。
【請求項８】
　前記磁性体は、前記基板を貫通する貫通孔内に充填されている請求項６又は７記載のイ
ンダクタ。
【請求項９】
　前記磁性体は、磁性体フィラーを含む絶縁樹脂である請求項６乃至８の何れか一項記載
のインダクタ。
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【請求項１０】
　基板の一方の面に第１金属箔を形成する工程と、
　前記基板の他方の面に第２金属箔を形成する工程と、
　前記第１金属箔及び前記基板を貫通して前記第２金属箔の一方の面を露出する貫通孔を
形成する工程と、
　前記貫通孔を金属で充填し、前記第１金属箔と前記第２金属箔とを電気的に接続する貫
通電極を形成する工程と、
　前記第１金属箔をパターニングして渦巻き状の第１配線を形成する工程と、
　前記第１配線の側面との間に間隙が形成されるように、前記基板の一方の面に絶縁層を
形成する工程と、
　前記間隙を充填して前記第１配線を被覆し、両側面が前記絶縁層と接し上面が前記絶縁
層から露出する第２配線を形成する工程と、
　前記第２金属箔をパターニングして渦巻き状の第３配線を形成する工程と、
　前記第３配線の側面との間に間隙が形成されるように、前記基板の他方の面に他の絶縁
層を形成する工程と、
　前記間隙を充填して前記第３配線を被覆し、両側面が前記他の絶縁層と接し上面が前記
他の絶縁層から露出する第４配線を形成する工程と、を有し、
　前記貫通電極の一方の端面が前記第１配線から露出して前記第２配線と接し、前記貫通
電極の他方の端面が前記第３配線の一方の面と接するコイル基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記絶縁層から露出する前記第２配線の上面、及び前記絶縁層の上面を、絶縁性の保護
層で被覆する工程を有する請求項１０記載のコイル基板の製造方法。
【請求項１２】
　コイル基板となる複数の領域が前記基板上に配列され、
　各領域について前記第１配線、前記第２配線、前記第３配線、及び前記第４配線を形成
する工程を実行する請求項１０又は１１記載のコイル基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コイル基板及びその製造方法、並びにコイル基板を備えたインダクタに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ゲーム機やスマートフォン等の電子機器の小型化が加速化しており、これに伴っ
て、このような電子機器に搭載されるインダクタ等の各種素子に対しても小型化の要求が
なされている。このような電子機器に搭載されるインダクタとしては、例えば、巻き線コ
イルを用いたものが知られている。巻き線コイルを用いたインダクタは、例えば、電子機
器の電源回路等に用いられている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１６８６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、巻き線コイルを用いたインダクタの小型化の限界は、平面形状が１．６
ｍｍ×１．６ｍｍ程度であると考えられている。これは、巻き線の太さに限界があるため
、これ以上に小型化しようとすると、インダクタの総体積に対する巻き線の体積の割合が
減少し、インダクタンスを大きくすることができないためである。
【０００５】
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　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、従来よりも小型化が可能なコイル基
板等を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本コイル基板は、基板と、前記基板の一方の面に設けられた渦巻き状の配線と、隣接す
る前記配線間に設けられた絶縁層と、前記基板の他方の面に設けられた渦巻き状の他の配
線と、隣接する前記他の配線間に設けられた他の絶縁層と、を有し、前記配線は、第１配
線と、前記第１配線に積層され前記第１配線よりも厚い第２配線と、を備え、前記第１配
線の側面と前記絶縁層との間には間隙が形成され、前記第２配線は、前記間隙を充填して
前記第１配線を被覆し、両側面が前記絶縁層と接し、前記第２配線の上面は、前記絶縁層
から露出し、前記他の配線は、第３配線と、前記第３配線に積層され前記第３配線よりも
厚い第４配線と、を備え、前記第３配線の側面と前記他の絶縁層との間には間隙が形成さ
れ、前記第４配線は、前記間隙を充填して前記第３配線を被覆し、両側面が前記他の絶縁
層と接し、前記第４配線の上面は、前記他の絶縁層から露出し、前記第１配線と前記第３
配線とは、前記第１配線及び前記基板を貫通して前記第３配線の一方の面を露出する貫通
孔内に充填された貫通電極により電気的に接続され、前記貫通電極の一方の端面は、前記
第１配線から露出して前記第２配線と接し、前記貫通電極の他方の端面は、前記第３配線
の一方の面と接していることを要件とする。
【発明の効果】
【０００７】
　開示の技術によれば、従来よりも小型化が可能なコイル基板等を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施の形態に係るコイル基板を例示する図である。
【図２】本実施の形態に係るインダクタを例示する断面図である。
【図３】本実施の形態に係るコイル基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図４】本実施の形態に係るコイル基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図５】本実施の形態に係るコイル基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図６】本実施の形態に係るコイル基板の製造工程を例示する図（その４）である。
【図７】本実施の形態に係るコイル基板の製造工程を例示する図（その５）である。
【図８】本実施の形態に係るインダクタの製造工程を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１０】
　［コイル基板の構造］
　まず、本実施の形態に係るコイル基板の構造について説明する。図１は、本実施の形態
に係るコイル基板を例示する図である。なお、図１（ｂ）は平面図であり、図１（ａ）は
図１（ｂ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【００１１】
　図１を参照するに、コイル基板１は、大略すると、基板１０と、接着層２１と、接着層
２２と、配線３３Ａと、接続部３３Ｂと、貫通電極３４と、配線３７Ａと、接続部３７Ｂ
と、永久レジスト４１及び４２と、保護層５１及び５２とを有する。なお、図１（ｂ）に
おいて、保護層５１の図示は省略されている。
【００１２】
　なお、本実施の形態では、便宜上、保護層５１側を上側又は一方の側、保護層５２側を
下側又は他方の側とする。又、各部位の保護層５１側の面を上面又は一方の面、保護層５
２側の面を下面又は他方の面とする。又、平面視とは対象物を基板１０の一方の面の法線
方向から視ることを指し、平面形状とは対象物を基板１０の一方の面の法線方向から視た
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形状を指すものとする。
【００１３】
　コイル基板１の平面形状は、例えば、１．６ｍｍ×０．８ｍｍ程度の略矩形状とするこ
とができる。コイル基板１の厚さは、例えば、０．５ｍｍ程度とすることができる。コイ
ル基板１において、基板１０としては、例えば、可撓性を有する絶縁樹脂フィルムを用い
ることができる。絶縁樹脂としては、例えば、ポリイミドやポリエチレンナフタレート、
ポリフェニレンサルファイド等を用いることができる。基板１０の厚さは、例えば、２５
～７５μｍ程度とすることができる。基板１０には、貫通孔１０ｘ及び１０ｙが形成され
ている。
【００１４】
　接着層２１は、基板１０の一方の面に貼着され、配線３３Ａ及び接続部３３Ｂを基板１
０に接着している。接着層２２は、基板１０の他方の面に貼着され、配線３７Ａ及び接続
部３７Ｂを基板１０に接着している。接着層２１及び２２としては、例えば、エポキシ系
接着剤又はポリイミド系接着剤等の耐熱絶縁性樹脂製の接着剤を用いることができる。接
着層２１及び２２の夫々の厚さは、例えば、８～１５μｍ程度とすることができる。
【００１５】
　配線３３Ａは、第１配線３１Ａと、第２配線３２Ａとを有する。配線３３Ａは、所定の
間隙Ｓ１を有するように渦巻き状にパターニングされている。第１配線３１Ａは、接着層
２１の一方の面に形成された１本の連続したベース配線である。第１配線３１Ａの材料と
しては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第１配線３１Ａの短手方向（幅方
向）の断面形状は略矩形状であり、第１配線３１Ａの側面と永久レジスト４１の側面との
間には間隙Ｓ２が形成されている。なお、渦巻きに沿う方向を長手方向、それに垂直な方
向（幅方向）を短手方向とする。第１配線３１Ａの厚さは、例えば、５～２５μｍ程度と
することができる。第１配線３１Ａの幅は、例えば、１５～２５μｍ程度とすることがで
きる。間隙Ｓ２の幅は、例えば、５μｍ程度とすることができる。
【００１６】
　第２配線３２Ａは、第１配線３１Ａに積層されている。具体的には、第２配線３２Ａは
、第１配線３１Ａの一方の面及び側面を被覆するように接着層２１の一方の面に形成され
ている。つまり、第２配線３２Ａは、間隙Ｓ２を充填して第１配線３１Ａを被覆し、両側
面が永久レジスト４１の側面と接している。第２配線３２Ａの材料としては、例えば、銅
（Ｃｕ）等を用いることができる。第１配線３１Ａを含む第２配線３２Ａの短手方向の断
面形状（配線３３Ａの断面形状）は略矩形状であり、第２配線３２Ａの側面と永久レジス
ト４１の側面とは接している。第２配線３２Ａは第１配線３１Ａよりも厚く形成されてお
り、第１配線３１Ａ上の第２配線３２Ａの厚さ（第１配線３１Ａを含まない第２配線３２
Ａのみの厚さ）は、例えば、５０～２００μｍ程度とすることができる。第２配線３２Ａ
の幅（配線３３Ａの幅）は、例えば、２０～５０μｍ程度とすることができる。
【００１７】
　接続部３３Ｂは、配線３３Ａの一端部に形成されている。接続部３３Ｂは、第１配線３
１Ｂと、第２配線３２Ｂとを有する。接続部３３Ｂの第１配線３１Ｂは、配線３３Ａの第
１配線３１Ａの一端部に形成されている。接続部３３Ｂの第２配線３２Ｂは、配線３３Ａ
の第２配線３２Ａの一端部に形成されている。接続部３３Ｂは、インダクタの電極と接続
される部分である。なお、第１配線３１Ｂは、便宜上、第１配線３１Ａと別符号としてい
るが、第１配線３１Ｂは第１配線３１Ａと同一工程で一体に形成される部分である。又、
第２配線３２Ｂは、便宜上、第２配線３２Ａと別符号としているが、第２配線３２Ｂは第
２配線３２Ａと同一工程で一体に形成される部分である。
【００１８】
　コイル基板１の一方の側面１ａにおいて、第１配線３１Ｂの側面は、第２配線３２Ｂか
ら露出している。つまり、第１配線３１Ｂの側面及び第２配線３２Ｂの側面は、コイル基
板１の一方の側面１ａから露出しており、露出部がインダクタの電極と接続される部分と
なる。
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【００１９】
　永久レジスト４１は、配線３３Ａの間隙Ｓ１に形成された（隣接する配線３３Ａ間に設
けられた）絶縁層であり、渦巻き状にパターニングされた配線３３Ａの隣接する部分を絶
縁している。又、永久レジスト４１は、配線３３Ａの渦巻き状にパターニングされている
部分の外側の部分、及び接続部３３Ｂの外側の部分（コイル基板１の一方の側面１ａから
露出する部分を除く）にも形成されている。永久レジスト４１は、配線３３Ａの厚さと同
程度か、又はそれより高く形成されている。配線３３Ａの隣接する部分間の永久レジスト
４１の幅（＝間隙Ｓ１の幅）は、例えば、５～２０μｍ程度とすることができる。永久レ
ジスト４１の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂等を用いることができる。なお、図
１（ａ）では、永久レジスト４１は一層の絶縁層として描かれているが、複数の絶縁層を
積層して形成してもよい。
【００２０】
　保護層５１は、配線３３Ａ及び接続部３３Ｂ、並びに永久レジスト４１の一方の側に形
成されている。保護層５１は、コイル基板１が磁性体を含有するモールド樹脂で封止され
てインダクタとされる際に、配線３３Ａ及び接続部３３Ｂが磁性体と短絡することを防止
する層である。保護層５１の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やアクリル系樹脂等
の絶縁性の材料を用いることができる。保護層５１の厚さは、例えば、５～２０μｍ程度
とすることができる。
【００２１】
　配線３７Ａは、第３配線３５Ａと、第４配線３６Ａとを有する。配線３７Ａは、所定の
間隙Ｓ３を有するように渦巻き状にパターニングされている。第３配線３５Ａは、接着層
２２の他方の面に形成された１本の連続したベース配線である。第３配線３５Ａの材料と
しては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第３配線３５Ａの短手方向の断面
形状は略矩形状であり、第３配線３５Ａの側面と永久レジスト４２の側面との間には間隙
Ｓ４が形成されている。第３配線３５Ａの厚さは、例えば、５～２５μｍ程度とすること
ができる。第３配線３５Ａの幅は、例えば、１５～２５μｍ程度とすることができる。間
隙Ｓ４の幅は、例えば、５μｍ程度とすることができる。
【００２２】
　第４配線３６Ａは、第３配線３５Ａに積層されている。具体的には、第４配線３６Ａは
、第３配線３５Ａの他方の面及び側面を被覆するように接着層２２の他方の面に形成され
ている。つまり、第４配線３６Ａは、間隙Ｓ４を充填して第３配線３５Ａを被覆し、両側
面が永久レジスト４２の側面と接している。第４配線３６Ａの材料としては、例えば、銅
（Ｃｕ）等を用いることができる。第３配線３５Ａを含む第４配線３６Ａの短手方向の断
面形状（配線３７Ａの断面形状）は略矩形状であり、第４配線３６Ａの側面と永久レジス
ト４２の側面とは接している。第４配線３６Ａは第３配線３５Ａよりも厚く形成されてお
り、第３配線３５Ａ上の第４配線３６Ａの厚さ（第３配線３５Ａを含まない第４配線３６
Ａのみの厚さ）は、例えば、５０～２００μｍ程度とすることができる。第４配線３６Ａ
の幅（配線３７Ａの幅）は、例えば、２０～５０μｍ程度とすることができる。
【００２３】
　接続部３７Ｂは、配線３７Ａの一端部に形成されている。接続部３７Ｂは、第３配線３
５Ｂと、第４配線３６Ｂとを有する。接続部３７Ｂの第３配線３５Ｂは、配線３７Ａの第
３配線３５Ａの一端部に形成されている。接続部３７Ｂの第４配線３６Ｂは、配線３７Ａ
の第４配線３６Ａの一端部に形成されている。接続部３７Ｂは、インダクタの電極と接続
される部分である。なお、第３配線３５Ｂは、便宜上、第３配線３５Ａと別符号としてい
るが、第３配線３５Ｂは第３配線３５Ａと同一工程で一体に形成される部分である。又、
第４配線３６Ｂは、便宜上、第４配線３６Ａと別符号としているが、第４配線３６Ｂは第
４配線３６Ａと同一工程で一体に形成される部分である。
【００２４】
　コイル基板１の他方の側面１ｂにおいて、第３配線３５Ｂの側面は、第４配線３６Ｂか
ら露出している。つまり、第３配線３５Ｂの側面及び第４配線３６Ｂの側面は、コイル基
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板１の他方の側面１ｂから露出しており、露出部がインダクタの電極と接続される部分と
なる。なお、他方の側面１ｂは、一方の側面１ａと対向する側面である。
【００２５】
　永久レジスト４２は、配線３７Ａの間隙Ｓ３に形成された（隣接する配線３７Ａ間に設
けられた）絶縁層であり、渦巻き状にパターニングされた配線３７Ａの隣接する部分を絶
縁している。又、永久レジスト４２は、配線３７Ａの渦巻き状にパターニングされている
部分の外側の部分、及び接続部３７Ｂの外側の部分（コイル基板１の他方の側面１ｂから
露出する部分を除く）にも形成されている。永久レジスト４２は、配線３７Ａの厚さと同
程度か、又はそれより高く形成されている。配線３７Ａの隣接する部分間の永久レジスト
４２の幅（＝間隙Ｓ３の幅）は、配線３３Ａの隣接する部分間の永久レジスト４１の幅（
＝間隙Ｓ１の幅）と同等（例えば、５～２０μｍ程度）とすることができる。永久レジス
ト４２の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂等を用いることができる。なお、図１（
ａ）では、永久レジスト４２は一層の絶縁層として描かれているが、複数の絶縁層を積層
して形成してもよい。
【００２６】
　保護層５２は、配線３７Ａ及び接続部３７Ｂ、並びに永久レジスト４２の他方の側に形
成されている。保護層５２は、コイル基板１が磁性体を含有するモールド樹脂で封止され
てインダクタとされる際に、配線３７Ａ及び接続部３７Ｂが磁性体と短絡することを防止
する層である。保護層５２の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やアクリル系樹脂等
の絶縁性の材料を用いることができる。保護層５２の厚さは、例えば、５～２０μｍ程度
とすることができる。
【００２７】
　図２は、本実施の形態に係るインダクタを例示する断面図である。図２を参照するに、
インダクタ１００は、コイル基板１を封止樹脂１１０で封止し、電極１２０及び１３０を
形成したチップインダクタである。インダクタ１００の平面形状は、例えば、１．６ｍｍ
×０．８ｍｍ程度の略矩形状とすることができる。インダクタ１００の厚さは、例えば、
１．０ｍｍ程度とすることができる。インダクタ１００は、例えば、小型の電子機器の電
圧変換回路等に用いることができる。
【００２８】
　インダクタ１００において、封止樹脂１１０は、コイル基板１の一方の側面１ａ及び他
方の側面１ｂを除く部分を封止している。つまり、封止樹脂１１０は、コイル基板１の接
続部３３Ｂ及び３７Ｂの一部を除いてコイル基板１を被覆している。なお、封止樹脂１１
０は、貫通孔１０ｙ内にも形成されている。封止樹脂１１０としては、例えば、フェライ
ト等の磁性体のフィラーを含有するモールド樹脂等を用いることができる。磁性体は、イ
ンダクタ１００のインダクタンスを大きくする機能を有する。なお、コイル基板１には貫
通孔１０ｙが形成されており、貫通孔１０ｙも磁性体を含有するモールド樹脂等で充填さ
れるため、インダクタンスをより向上できる。貫通孔１０ｙ内に、フェライト等の磁性体
のコアを配置し、コアを含めて封止樹脂１１０を形成してもよい。コアの形状は、例えば
、円柱状や直方体状等とすることができる。
【００２９】
　電極１２０は、封止樹脂１１０の外側に形成され、接続部３３Ｂの一部と電気的に接続
されている。具体的には、電極１２０は、封止樹脂１１０の一方の側面、並びに上面及び
下面の一部に連続的に形成されている。電極１２０の内壁面は、コイル基板１の一方の側
面１ａから露出する接続部３３Ｂの側面（第１配線３１Ｂの側面及び第２配線３２Ｂの側
面）と接し、両者は電気的に接続されている。
【００３０】
　電極１３０は、封止樹脂１１０の外側に形成され、接続部３７Ｂの一部と電気的に接続
されている。具体的には、電極１３０は、封止樹脂１１０の他方の側面、並びに上面及び
下面の一部に連続的に形成されている。電極１３０の内壁面は、コイル基板１の他方の側
面１ｂから露出する接続部３７Ｂの側面（第３配線３５Ｂの側面及び第４配線３６Ｂの側



(8) JP 6312997 B2 2018.4.18

10

20

30

40

50

面）と接し、両者は電気的に接続されている。電極１２０及び１３０の材料としては、例
えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。電極１２０及び１３０は、例えば、銅ペース
トの塗布、銅のスパッタ、又は無電解めっき等により形成することができる。なお、電極
１２０及び１３０は、複数の金属層を積層した構造としてもよい。
【００３１】
　［コイル基板の製造方法］
　次に、本実施の形態に係るコイル基板の製造方法について説明する。図３～図７は、本
実施の形態に係るコイル基板の製造工程を例示する図である。なお、図４～図６は、図３
（ｂ）に対応する断面図である。又、図７は、図３（ａ）に対応する平面図である。
【００３２】
　まず、図３に示す工程（図３（ａ）は平面図、図３（ｂ）は図３（ａ）のＢ－Ｂ線に沿
う断面図）では、基板１０として例えばリール状（テープ状）の可撓性を有する絶縁樹脂
フィルムを準備する。そして、プレス加工法等により、基板１０の短手方向（図中の縦方
向）の両端部に、スプロケットホール１０ｚを、基板１０の長手方向（図中の横方向）に
沿って略一定間隔で連続的に形成する。その後、スプロケットホール１０ｚが形成された
基板１０の両端部を除く領域において、基板１０の一方の面に接着層２１及び金属箔３３
０を積層し、基板１０の他方の面に接着層２２を積層する。なお、この工程では、接着層
２１及び２２は硬化させない。
【００３３】
　スプロケットホール１０ｚが形成された基板１０の両端部の内側の点線で示した複数の
領域Ｃは、最終的に点線に沿って切断されて個片化され、各々がコイル基板１となる領域
（以降、個別領域Ｃとする）である。なお、図３（ｂ）では、1つの個別領域Ｃの近傍に
ついての図３（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う断面を示している。複数の個別領域Ｃは、例えば、
縦横に配列することができる。その際、複数の個別領域Ｃは、図３（ａ）に示すように互
いに接するように配列されてもよいし、所定の間隔を介して配列されてもよい。又、個別
領域Ｃの数やスプロケットホール１０ｚの数は、任意に決定できる。なお、Ｄは、後工程
でリール状（テープ状）の基板１０等を切断してシート状とするための切断位置（以降、
切断位置Ｄとする）を示している。
【００３４】
　基板１０としては、例えば、ポリイミドフィルムやポリエチレンナフタレートフィルム
、ポリフェニレンサルファイドフィルム等を用いることができる。基板１０の厚さは、例
えば、２５～７５μｍ程度とすることができる。接着層２１及び２２としては、例えば、
エポキシ系接着剤又はポリイミド系接着剤等の耐熱絶縁性樹脂製の熱硬化性接着剤を用い
ることができる。接着層２１及び２２の夫々の厚さは、例えば、８～１５μｍ程度とする
ことができる。金属箔３３０は、最終的に第１配線３１Ａ及び３１Ｂとなる部位であり、
例えば、銅箔を用いることができる。金属箔３３０の厚さは、例えば、５～２５μｍ程度
とすることができる。
【００３５】
　なお、スプロケットホール１０ｚは、コイル基板１を作製する過程で基板１０が各種製
造装置等に装着された際、モータ等により駆動されるスプロケットのピンと噛み合って、
基板１０をピッチ送りするための貫通孔である。基板１０の幅（スプロケットホール１０
ｚの配列方向に垂直な方向）は、基板１０が装着される製造装置に対応するように決定さ
れる。基板１０の幅は、例えば、４０～９０ｍｍ程度とすることができる。一方、基板１
０の長さ（スプロケットホール１０ｚの配列方向）は、任意に決定することができる。
【００３６】
　図３（ａ）では、個別領域Ｃは５行１０列とされている。しかし、基板１０をより長く
して個別領域Ｃを例えば数１００列程度とし、切断位置Ｄを設けずに、多数の個別領域Ｃ
にコイル基板１を形成後、テープ状の基板１０をリール状態で出荷することも可能である
。
【００３７】
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　次に、図４（ａ）に示す工程では、基板１０、接着層２１及び２２、並びに金属箔３３
０を貫通するビアホール１０ｘを形成する。ビアホール１０ｘの平面形状は、例えば、直
径１５０μｍ程度の円形とすることができる。ビアホール１０ｘは、プレス加工法やレー
ザ加工法等により形成できる。
【００３８】
　次に、図４（ｂ）に示す工程では、基板１０の他方の面に、接着層２２を介して、金属
箔３７０を積層する。金属箔３７０は、最終的に第３配線３５Ａ及び３５Ｂとなる部位で
あり、例えば、銅箔を用いることができる。金属箔３７０の厚さは、例えば、５～２５μ
ｍ程度とすることができる。金属箔３７０を積層後、図４（ｂ）に示す構造体を所定の温
度に加熱し、接着層２１及び２２を硬化させる。なお、ビアホール１０ｘの底部には、金
属箔３７０の一方の面が露出している。
【００３９】
　次に、図４（ｃ）に示す工程では、ビアホール１０ｘを金属で充填し、貫通電極３４を
形成する。貫通電極３４の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
貫通電極３４は、例えば、金属箔３７０側から電解めっき法により銅（Ｃｕ）等を析出さ
せることで形成できる。貫通電極３４は、ビアホール１０ｘ内に銅ペースト等を充填する
ことで形成してもよい。これにより、金属箔３３０と金属箔３７０とは、貫通電極３４を
介して、電気的に接続される。
【００４０】
　次に、図４（ｄ）に示す工程では、金属箔３３０を渦巻き状にパターニングして、基板
１０の一方の面側のベース配線となる第１配線３１Ａを形成する。第１配線３１Ａの短手
方向の断面形状は、略矩形状とすることができる。又、第１配線３１Ａの一端部に接続部
３３Ｂの一部となる第１配線３１Ｂを形成する。同様に、金属箔３７０を渦巻き状にパタ
ーニングして、基板１０の他方の面側のベース配線となる第３配線３５Ａを形成する。第
３配線３５Ａの短手方向の断面形状は、略矩形状とすることができる。又、第３配線３５
Ａの一端部に接続部３７Ｂの一部となる第３配線３５Ｂを形成する。
【００４１】
　金属箔３３０及び３７０のパターニングは、例えば、フォトリソグラフィ法により行う
ことができる。すなわち、金属箔３３０及び３７０の上に夫々感光性のレジストを塗布し
、所定の領域を露光及び現像してレジストに開口部を形成し、開口部内に露出する金属箔
３３０及び３７０をエッチングで除去することでパターニングできる。なお、第１配線３
１Ａ及び３１Ｂは、連続した１本の配線である。又、第３配線３５Ａ及び３５Ｂは、連続
した１本の配線である。又、第１配線３１Ａと第３配線３５Ａとは、貫通電極３４を介し
て、電気的に接続される。
【００４２】
　次に、図５（ａ）に示す工程では、基板１０の一方の面の接着層２１上に第１配線３１
Ａ及び３１Ｂを被覆する永久レジスト４１を積層する。又、基板１０の他方の面の接着層
２２上に第３配線３５Ａ及び３５Ｂを被覆する永久レジスト４２を積層する。永久レジス
ト４１及び４２の高さは、図６（ａ）に示す工程で形成する第２配線３２Ａ及び第４配線
３６Ａの高さと同程度か、又はそれより高く形成する。
【００４３】
　永久レジスト４１及び４２としては、一枚の厚いフィルム状の感光性エポキシ系樹脂等
を用いてもよいし、図５（ａ）に例示するように、比較的薄い（５０μｍ程度）フィルム
状の感光性エポキシ系樹脂等を複数枚積層してもよい。或いは、液状又はペースト状の感
光性エポキシ系樹脂等を塗布してもよい。なお、本願において、永久レジストとは、フォ
トリソグラフィ法（露光及び現像）により所定の形状に加工された後も除去されず、最終
製品に搭載されるレジストをいう。
【００４４】
　次に、図５（ｂ）に示す工程では、所定のマスク５００を介して永久レジスト４１に紫
外光Ｌを照射し露光する。又、所定のマスク（図示せず）を介して永久レジスト４２に紫
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外光（図示せず）を照射し露光する。なお、永久レジスト４１及び４２としては、ポジタ
イプのレジストを用いてもよいし、ネガタイプのレジストを用いてもよい。用いるレジス
トのタイプに対応するように、マスク５００等の所定位置に紫外光を通過させる開口を形
成する。
【００４５】
　次に、図５（ｃ）に示す工程では、永久レジスト４１及び４２を現像し、不要部分を除
去する。永久レジスト４１は、永久レジスト４１の側面と、それに対向する第１配線３１
Ａの側面とが間隙Ｓ２を有するように形成される。又、永久レジスト４１は、第１配線３
１Ａの渦巻き状にパターニングされている部分の外側の部分、及び第１配線３１Ｂの外側
の部分にも間隙Ｓ２を有するように形成される。
【００４６】
　同様に、永久レジスト４２は、永久レジスト４２の側面と、それに対向する第３配線３
５Ａの側面とが間隙Ｓ４を有するように形成される。又、永久レジスト４２は、第３配線
３５Ａの渦巻き状にパターニングされている部分の外側の部分、及び第３配線３５Ｂの外
側の部分にも間隙Ｓ４を有するように形成される。間隙Ｓ２及びＳ４の幅は、例えば、５
μｍ程度とすることができる。
【００４７】
　なお、不要部分を除去した後の永久レジスト４１及び４２の各側面は、基板１０の一方
の面又は他方の面に対して、略垂直に形成される。その結果、図６（ａ）に示す工程で形
成される配線３３Ａ及び３７Ａの幅方向の断面形状を略矩形状とすることができる。
【００４８】
　次に、図６（ａ）に示す工程では、第１配線３１Ａの一方の面及び側面を被覆するよう
に、電解めっき法等により、接着層２１の一方の面に第２配線３２Ａを形成する。又、第
１配線３１Ｂの一方の面及び側面を被覆するように、電解めっき法等により、接着層２１
の一方の面に第２配線３２Ｂを形成する。この際、第１配線３１Ａ及び３１Ｂを給電層と
して利用できる。第２配線３２Ａ及び３２Ｂの材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用
いることができる。第２配線３２Ａ及び３２Ｂの厚さ（第１配線３１Ａ及び３１Ｂを含ま
ない厚さ）は、例えば、５０～２００μｍ程度とすることができる。第２配線３２Ａの幅
は、例えば、２０～５０μｍ程度とすることができる。
【００４９】
　これにより、第１配線３１Ａ及びそれを被覆する第２配線３２Ａを含む配線３３Ａが形
成される。つまり、隣接する部分が間隙Ｓ１を有するように永久レジスト４１で仕切られ
た、渦巻き状にパターニングされた配線３３Ａが形成される。又、配線３３Ａの一端部に
第１配線３１Ｂ及びそれを被覆する第２配線３２Ｂを含む接続部３３Ｂが形成される。
【００５０】
　同様に、第３配線３５Ａの他方の面及び側面を被覆するように、電解めっき法等により
、接着層２２の他方の面に第４配線３６Ａを形成する。又、第３配線３５Ｂの他方の面及
び側面を被覆するように、電解めっき法等により、接着層２２の他方の面に第４配線３６
Ｂを形成する。この際、第３配線３５Ａ及び３５Ｂを給電層として利用できる。第４配線
３６Ａ及び３６Ｂの材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）等を用いることができる。第４配
線３６Ａ及び３６Ｂの厚さ（第３配線３５Ａ及び３５Ｂを含まない厚さ）は、例えば、５
０～２００μｍ程度とすることができる。第４配線３６Ａの幅は、例えば、２０～５０μ
ｍ程度とすることができる。
【００５１】
　これにより、第３配線３５Ａ及びそれを被覆する第４配線３６Ａを含む配線３７Ａが形
成される。つまり、隣接する部分が間隙Ｓ３を有するように永久レジスト４２で仕切られ
た、渦巻き状にパターニングされた配線３７Ａが形成される。又、配線３７Ａの一端部に
第３配線３５Ｂ及びそれを被覆する第４配線３６Ｂを含む接続部３７Ｂが形成される。
【００５２】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、プレス加工法等により、配線３３Ａ及び３７Ａ、並
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びに接続部３３Ｂ及び３７Ｂが形成されていない領域（基板１０の略中央部）に、基板１
０、接着層２１及び２２を貫通する貫通孔１０ｙを形成する。次に、図６（ｃ）に示す工
程では、配線３３Ａ及び接続部３３Ｂ、並びに永久レジスト４１の一方の側に保護層５１
を形成する。又、配線３７Ａ及び接続部３７Ｂ、並びに永久レジスト４２の他方の側に保
護層５２を形成する。保護層５１及び５２は、例えば、フィルム状のエポキシ系樹脂やア
クリル系樹脂等をラミネートすることで形成できる。保護層５１及び５２は、例えば、液
状又はペースト状のエポキシ系樹脂やアクリル系樹脂等を塗布後硬化させることで形成し
てもよい。保護層５１及び５２の厚さは、例えば、５～２０μｍ程度とすることができる
。これにより、複数の個別領域Ｃにコイル基板１が形成される。なお、図６（ｂ）に示す
工程と図６（ｃ）に示す工程とは、順番を入れ替えても構わない。
【００５３】
　次に、図７に示す工程では、複数の個別領域Ｃにコイル基板１が形成されたリール状（
テープ状）の基板１０を、図３に示す切断位置Ｄで切断して個片化し、シート状のコイル
基板１Ｍとする。図７の例では、コイル基板１Ｍには、５０個のコイル基板１が形成され
ている。なお、コイル基板１Ｍを製品として出荷してもよいし、コイル基板１Ｍを更に個
片化して複数のコイル基板１を作製し各コイル基板１を製品として出荷してもよい。或い
は、図７に示す工程は実行せず、図６（ｃ）に示す工程が終了したリール状（テープ状）
の基板１０を、そのまま製品として出荷してもよい。
【００５４】
　なお、インダクタ１００（図２参照）を作製するには、例えば、図７に示すコイル基板
１Ｍを個別領域Ｃ毎に切断して個片化し、図１に示すコイル基板１を作製する。これによ
り、コイル基板１の一方の側面１ａから第１配線３１Ｂの側面及び第２配線３２Ｂの側面
が露出する。又、コイル基板１の他方の側面１ｂから第３配線３５Ｂの側面及び第４配線
３６Ｂの側面が露出する。
【００５５】
　次に、図８（ａ）に示すように、各コイル基板１の一方の側面１ａ及び他方の側面１ｂ
を除く部分を封止するように、例えば、トランスファーモールド法等により、封止樹脂１
１０を形成する。封止樹脂１１０としては、例えば、フェライト等の磁性体のフィラーを
含有するモールド樹脂等を用いることができる。なお、図７に示すコイル基板１Ｍの状態
で個別領域Ｃ全体に封止樹脂１１０を形成し、次いで、封止樹脂１１０ごとコイル基板１
Ｍを個別領域Ｃ毎に切断し、図８（ａ）の状態としてもよい。
【００５６】
　次に、図８（ｂ）に示すように、めっき法やペースト塗布により、封止樹脂１１０の一
方の側面、並びに上面及び下面の一部に銅（Ｃｕ）等からなる電極１２０を連続的に形成
する。電極１２０の内壁面は、コイル基板１の一方の側面１ａから露出する接続部３３Ｂ
の側面（第１配線３１Ｂの側面及び第２配線３２Ｂの側面）と接し、両者は電気的に接続
される。同様に、めっき法やペースト塗布により、封止樹脂１１０の他方の側面、並びに
上面及び下面の一部に銅（Ｃｕ）等からなる電極１３０を連続的に形成する。電極１３０
の内壁面は、コイル基板１の他方の側面１ｂから露出する接続部３７Ｂの側面（第３配線
３５Ｂの側面及び第４配線３６Ｂの側面）と接し、両者は電気的に接続される。これによ
り、インダクタ１００が完成する。
【００５７】
　このように、本実施の形態に係るコイル基板では、基板１０の一方の面に渦巻き状の第
１配線３１Ａを形成し、第１配線３１Ａの側面との間に間隙Ｓ２が形成されるように基板
１０の一方の面に絶縁層である永久レジスト４１を形成する。そして、永久レジスト４１
をダムとして利用し、間隙Ｓ２を充填して第１配線３１Ａを被覆し、両側面が永久レジス
ト４１と接する第２配線３２Ａを、第１配線３１Ａよりも厚く形成して配線３３Ａとする
。
【００５８】
　この際、第１配線３１Ａは金属箔をフォトリソグラフィ法により加工して形成するため
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、微細配線の形成が可能である。又、永久レジスト４１をダムとして利用して第１配線３
１Ａ上に電解めっき法により第２配線３２Ａを厚く積み上げるため、隣接する第２配線３
２Ａ間を狭めても隣接する第２配線３２Ａ間が短絡することはない。そのため、従来より
も小さなサイズ（例えば、平面形状が１．６ｍｍ×０．８ｍｍ）で、渦巻き状の配線３３
Ａの巻き数（ターン数）を増やすことが可能となる。又、第２配線３２Ａを厚く形成でき
るため、配線３３Ａの幅方向の断面積を増やすことが可能となり、インダクタの性能に直
結する巻き線抵抗（配線３３Ａの抵抗）を低減できる。
【００５９】
　又、基板１０の他方の面にも配線３３Ａと同様の渦巻き状の配線３７Ａを形成し、配線
３３Ａと配線３７Ａとを基板１０を貫通する貫通電極３４を介して電気的に接続すること
で、更に、インダクタンスの向上を実現できる。
【００６０】
　又、基板１０として可撓性を有する絶縁樹脂フィルム（例えば、ポリイミドフィルム等
）を用いることで、リジッドの基板（例えば、ガラスエポキシ基板等）を用いる場合に比
べて基板１０の厚さを薄くできるため、コイル基板１全体の厚さも薄くできる。
【００６１】
　又、基板１０としてリール状（テープ状）の可撓性を有する絶縁樹脂フィルム（例えば
、ポリイミドフィルム等）を用いることで、コイル基板１を基板１０上にリールトゥリー
ルで製造することが可能となり、大量生産によるコイル基板１の低コスト化を実現できる
。
【００６２】
　なお、例えば、渦巻き状の第１配線を形成し、永久レジスト４１を形成せずに、第１配
線を被覆する第２配線を、隣接する第２配線間が所定の間隙を有するように形成し、その
後、間隙に絶縁樹脂を充填する方法も考えられる。しかしながら、この方法は、以下に示
す理由により好適とはいえない。
【００６３】
　すなわち、この方法では、間隙の制御が困難であり、間隙が狭くなると、隣接する第２
配線間が短絡するおそれが生じる。又、配線（第１配線及び第２配線）の幅方向の断面形
状が矩形状とはならず、上下端部よりも中央部が拡幅された略太鼓状の断面形状となる。
又、配線（第１配線及び第２配線）の場所により、幅方向の断面積がばらつく。その結果
、配線（第１配線及び第２配線）の抵抗が大きくなりインダクタンスが低下するため好適
な方法ではない。一方、本実施の形態の方法では、配線（第１配線及び第２配線）の幅方
向の断面形状が矩形状となるため、配線（第１配線及び第２配線）の抵抗が小さくなりイ
ンダクタンスを向上できる点で好適である。
【００６４】
　以上、好ましい実施の形態について詳説したが、上述した実施の形態に制限されること
はなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【００６５】
　１、１Ｍ　コイル基板
　１ａ　コイル基板の一方の側面
　１ｂ　コイル基板の他方の側面
　１０　基板
　１０ｘ、１０ｙ　貫通孔
　１０ｚ　スプロケットホール
　２１、２２　接着層
　３１Ａ、３１Ｂ　第１配線
　３２Ａ、３２Ｂ　第２配線
　３３Ａ、３７Ａ　配線
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　３３Ｂ、３７Ｂ　接続部
　３４　貫通電極
　３５Ａ、３５Ｂ　第３配線
　３６Ａ、３６Ｂ　第４配線
　４１、４２　永久レジスト
　５１、５２　保護層
　１００　インダクタ
　１１０　封止樹脂
　１２０、１３０　電極
　３３０　金属箔
　５００　マスク
　Ｃ　個別領域

【図１】 【図２】
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